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規　　　　　則

　福岡市拠点文化施設条例施行規則の一部を改正する規則を制定し、ここに公布する。

　　令和 7年 3月 6日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

福岡市長　　髙　　島　　宗 一 郎　　　　

福岡市規則第 3号

　　　福岡市拠点文化施設条例施行規則の一部を改正する規則

　福岡市拠点文化施設条例施行規則（令和 2年福岡市規則第89号）の一部を次のように改

正する。

　題名を次のように改める。

　　　福岡市民ホール条例施行規則

　第 1条中「福岡市拠点文化施設条例」を「福岡市民ホール条例」に改める。

　第 2条第 1項中「福岡市拠点文化施設（以下「拠点文化施設」を「福岡市民ホール（以

下「市民ホール」に改め、同条第 2項中「拠点文化施設」を「市民ホール」に改める。
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　第 3条中「拠点文化施設」を「市民ホール」に改める。

　第 4条第 1項中「拠点文化施設の施設」を「市民ホールの施設」に、「福岡市拠点文化

施設利用許可申請書」を「福岡市民ホール利用許可申請書」に改め、同条第 3項中「福岡

市拠点文化施設利用許可書」を「福岡市民ホール利用許可書」に改める。

　第 5条中「拠点文化施設」を「市民ホール」に改める。

　第 6条中「福岡市拠点文化施設利用変更許可申請書」を「福岡市民ホール利用変更許可

申請書」に改め、同条ただし書中「拠点文化施設予約システム」を「市民ホール予約シス

テム」に改める。

　第 7条中「福岡市拠点文化施設利用取止め届」を「福岡市民ホール利用取止め届」に改

める。

　第 8条中「拠点文化施設の」を「市民ホールの」に、「拠点文化施設予約システム」を

「市民ホール予約システム」に改める。

　第10条中「拠点文化施設」を「市民ホール」に改める。

　第17条第 2項中「文化活動・交流ホール」を「小ホール」に改める。

　第18条第 2号中「拠点文化施設予約システム」を「市民ホール予約システム」に改める。

　第19条第 1項、第20条、第21条、第22条第 1号、第26条第 1項第 1号及び第 2項第 1号

並びに第29条中「拠点文化施設」を「市民ホール」に改める。

　別表第 1文化活動・交流ホールの項並びに別表第 2舞台設備の部仮設舞台（文化活動・

交流ホール）の項、音響・映像設備の部ワイヤレスマイク（文化活動・交流ホール）の項、

ステージモニタースピーカー（文化活動・交流ホール）の項及び音響基本セット（文化活

動・交流ホール）の項並びに同表備考第 2 項及び第 3 項中「文化活動・交流ホール」を

「小ホール」に改める。

　別記様式第 1号中「？」を削り、「福岡市拠点文化施設について」を「福岡市民ホール

について」に、「福岡市拠点文化施設条例」を「福岡市民ホール条例」に改める。

　別記様式第 2号中「福岡市拠点文化施設」を「福岡市民ホール」に改める。

　　　附　則

　この規則は、公布の日から施行する。

　福岡市モーターボート競走事業会計規則の一部を改正する規則を制定し、ここに公布す

る。

　　令和 7年 3月 6日

福岡市長　　髙　　島　　宗 一 郎　　　　

福岡市規則第 4号

　　　福岡市モーターボート競走事業会計規則の一部を改正する規則

　福岡市モーターボート競走事業会計規則（平成28年福岡市規則第108号）の一部を次の

ように改正する。
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　第10条第 3項を削る。

　　　附　則

　この規則は、令和 7年 4月 1日から施行する。

告　　　　　示

福岡市告示第43号

　地方自治法第296条第 3項において準用する同法第102条第 2項の規定により、福岡市脇

山財産区議会定例会を次のように招集する。

　　令和 7年 3月 6日

福岡市長　　髙　　島　　宗 一 郎　　　　

1　日時　令和 7年 3月13日　午後 3時

2　場所　福岡市早良区大字脇山1742番地 3

　　　　　　脇山地区多目的集会所

公　　　　　告

福岡市公告第58号

　地方自治法第234条第 1 項の規定に基づき、一般競争入札により調達契約を締結するの

で、地方自治法施行令第167条の 6 及び福岡市契約事務規則第 5 条の規定により次のよう

に公告する。

　　令和 7年 3月 6日

福岡市長　　髙　　島　　宗 一 郎　　　　

1　電子入札に付する事項

業　　種 件　　　　　　名 備　考

電気Ｂ 須崎ふ頭地区陸上電力供給設備設置工事

管Ａ 高木小学校空調設備更新工事

2　詳細は、入札説明書による。

3　入札説明書を次のとおり配布する。

　あ　方法

　　　入札情報サービスシステムにより配布する。

　　　ＵＲＬ　 https://www.city.fukuoka.lg.jp/zaisei/keiyaku-info/keiyaku_hp/

contract_index.html

　い　期間
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　　　この公告の日から令和 7年 3月13日まで（日曜日及び土曜日を除く。）

　う　時間

　　　午前 6時から午後10時まで

福岡市公告第59号

　地方自治法第234条第 1 項の規定に基づき、一般競争入札により地方公共団体の物品等

又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の規定が適用される調達契約等を締結するの

で、地方自治法施行令第167条の 6 及び福岡市契約事務規則の特例を定める規則第 5 条の

規定により次のように公告する。

　　令和 7年 3月 6日

福岡市長　　髙　　島　　宗 一 郎　　　　

1　入札に付する事項

　あ　購入等件名

　　ア　福岡市西部水処理センター電力供給

　　イ　福岡市新西部水処理センター電力供給

　　ウ　福岡市中部水処理センター電力供給

　　エ　福岡市築地町ポンプ場電力供給

　　オ　福岡市東部水処理センター電力供給

　　カ　福岡市和白水処理センター電力供給

　い　数量

　　ア　福岡市西部水処理センター電力供給

　　　　年間予定使用電力量　約20,546,400kWh

　　イ　福岡市新西部水処理センター電力供給

　　　　年間予定使用電力量　約2,598,200kWh

　　ウ　福岡市中部水処理センター電力供給

　　　　年間予定使用電力量　約19,615,600kWh

　　エ　福岡市築地町ポンプ場電力供給

　　　　年間予定使用電力量　約1,292,900kWh

　　オ　福岡市東部水処理センター電力供給

　　　　年間予定使用電力量　約23,186,400kWh

　　カ　福岡市和白水処理センター電力供給

　　　　年間予定使用電力量　約4,059,300kWh

2 　入札日時

　 　入札日時は、次に掲げるとおりとする（郵送による場合は、令和 7年 4月16日午後 5

時までに必着とする。）。

　あ　福岡市西部水処理センター電力供給
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　　　令和 7年 4月17日午前10時

　い　福岡市新西部水処理センター電力供給

　　　令和 7年 4月17日午前10時10分

　う　福岡市中部水処理センター電力供給

　　　令和 7年 4月17日午前11時

　え　福岡市築地町ポンプ場電力供給

　　　令和 7年 4月17日午前11時10分

　お　福岡市東部水処理センター電力供給

　　　令和 7年 4月17日午後 1時

　か　福岡市和白水処理センター電力供給

　　　令和 7年 4月17日午後 3時

3　落札者の決定方法

　　地方自治法第234条第 3項本文の規定により落札者を決定する。

4　詳細は、入札説明書による。

5　入札説明書を次のとおり配布する。

　あ　場所

　　ア　インターネット

　　　　福岡市ホームページ

　　　　ＵＲＬ　 https://www.city.fukuoka.lg.jp/zaisei/keiyaku_kanri/business/

denryoku.html

　　イ　窓口

　　　　福岡市中央区天神一丁目 8番 1号

　　　　　福岡市道路下水道局下水道施設部施設調整課

　　　　　　電話　092-711-4516

　い　期間等

　　ア　インターネット

　　　　この公告の日から令和 7年 3月17日午後 4時まで

　　イ　窓口

　　　ア　期間

　　　　　この公告の日から令和 7年 3月17日まで（日曜日及び土曜日を除く。）

　　　イ　時間

　　　　　午前10時から午後 4時まで（正午から午後 1時までを除く。）

【英文の要約】
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ＳＵＭＭＡＲＹ

1．Item(s) up for tender    
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　あ　Nature of the product(s) or service(s) to be procured

　　 a．Power supply to Seibu Sewage Treatment Center 

　　 b．Power supply to Shin-Seibu Sewage Treatment Center

　　 c．Power supply to Chubu Sewage Treatment Center

　　 d．Power supply to Chikuchi-machi Pumping Station

　　 e．Power supply to Tobu Sewage Treatment Center

　　 f．Power supply to Wajiro Sewage Treatment Center

　い　Quantity of the product(s) or service(s) to be required

　　 a．Seibu Sewage Treatment Center

　　　　Estimated annual electricity usage: 20,546,400 kWh

　　 b．Shin-Seibu Sewage Treatment Center

　　　　Estimated annual electricity usage: 2,598,200 kWh

　　 c．Chubu Sewage Treatment Center

　　　　Estimated annual electricity usage: 19,615,600 kWh

　　 d．Chikuchi-machi Pumping Station

　　　　Estimated annual electricity usage: 1,292,900 kWh

　　 e．Tobu Sewage Treatment Center

　　　　Estimated annual electricity usage: 23,186,400 kWh

　　 f．Wajiro Sewage Treatment Center

　　　　Estimated annual electricity usage: 4,059,300 kWh

2 ．Date & time of tender

　あ　Power supply to Seibu Sewage Treatment Center

　　　10 a.m., April 17, 2025

　い　Power supply to Shin-Seibu Sewage Treatment Center

　　　10:10 a.m., April 17, 2025

　う　Power supply to Chubu Sewage Treatment Center

　　　11 a.m., April 17, 2025

　え　Power supply to Chikuchi-machi Pumping Station

　　　11:10 a.m., April 17, 2025

　お　Power supply to Tobu Sewage Treatment Center

　　　1 p.m., April 17, 2025

　か　Power supply to Wajiro Sewage Treatment Center

　　　3 p.m., April 17, 2025

　(Tender by post to arrive by 5 p.m., April 16, 2025)

3 ．For details, refer to the Tender Explanation Form.



福岡市公告第60号

　地方自治法第234条第 1 項の規定に基づき、一般競争入札により地方公共団体の物品等

又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の規定が適用される調達契約等を締結するの

で、地方自治法施行令第167条の 6 及び福岡市契約事務規則の特例を定める規則第 5 条の

規定により次のように公告する。

　　令和 7年 3月 6日

福岡市長　　髙　　島　　宗 一 郎　　　　

1　入札に付する事項

　あ　購入等件名

　　ア　水槽付消防ポンプ自動車（ＣＡＦＳ）の購入

　　イ　水槽付消防ポンプ自動車（8,000リットル）の購入

　　ウ　水槽付消防ポンプ自動車（1,500リットル）の購入

　い　数量

　　ア　水槽付消防ポンプ自動車（ＣＡＦＳ）の購入

　　　　 1台

　　イ　水槽付消防ポンプ自動車（8,000リットル）の購入

　　　　 1台
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4 ．The Tender Explanation Forms are available as follows:

　あ　Place

　　 a．Online: Fukuoka City Website

　　　　https://www.city.fukuoka.lg.jp/zaisei/keiyaku_kanri/business/

　　　　denryoku.html

　　 b．Office: Facility Coordination Section, Sewerage Department, 

　　　　Road & Sewerage Bureau, Fukuoka City Hall

　　　　1-8-1, Tenjin, Chuo-ku, Fukuoka City

　　　　Tel:(092)711-4516

　い　Period & time

　　 a．Online

　　　　From the date of this notice to 4 p.m., March 17, 2025

　　 b．Office

　　　⒜　Period

　　　　　From the date of this notice to March 17, 2025, excluding weekend(s) 

　　　⒝　Time

　　　　　From 10 a.m. to 4 p.m., except from noon to 1 p.m.



　　ウ　水槽付消防ポンプ自動車（1,500リットル）の購入

　　　　 1台

2　入札日時

　 　入札日時は、次に掲げるとおりとする。ただし、郵送による場合は、令和 7年 4月16

日午後 5時までに必着とする。

　あ　水槽付消防ポンプ自動車（ＣＡＦＳ）の購入

　　　令和 7年 4月17日午前10時10分

　い　水槽付消防ポンプ自動車（8,000リットル）の購入

　　　令和 7年 4月17日午前10時20分

　う　水槽付消防ポンプ自動車（1,500リットル）の購入

　　　令和 7年 4月17日午前10時30分

3 　落札者の決定方法

　　地方自治法第234条第 3項本文の規定により落札者を決定する。

4　詳細は、入札説明書による。

5　入札説明書を次のとおり交付する。

　あ　場所

　　　福岡市中央区天神一丁目 8番 1号

　　　　福岡市財政局財政部契約課

　　　　　電話　092-711-4186

　い　期間

　　　この公告の日から令和 7年 3月17日まで（日曜日及び土曜日を除く。）

　う　時間

　　　午前10時から午後 4時まで（正午から午後 1時までを除く。）

【英文の要約】
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1．Item(s) up for tender

　あ　Nature of the product(s) or service(s) to be procured

　　 a．Purchase of pumper with water tank (Compressed Air Foam Systems, CAFS)

　　 b．Purchase of pumper with water tank (8,000 liters)

　　 c．Purchase of pumper with water tank (1,500 liters)

　い　Quantity of the product(s) or service(s) to be required 

　　 a．Purchase of pumper with water tank (Compressed Air Foam Systems, CAFS)

　　　　1 unit

　　 b．Purchase of pumper with water tank (8,000 liters)

　　　　1 unit



福岡市公告第61号

　地方自治法第234条第 1 項の規定に基づき、一般競争入札により地方公共団体の物品等

又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の規定が適用される調達契約等を締結するの

で、地方自治法施行令第167条の 6 及び福岡市契約事務規則の特例を定める規則第 5 条の

規定により次のように公告する。

　　令和 7年 3月 6日

福岡市長　　高　　島　　宗 一 郎　　　　

1　入札に付する事項

　あ　借入件名

　　　2523　大型提示装置賃貸借（中学校特別支援学校）

　い　数量

　　　一式

2　入札日時
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　　 c．Purchase of pumper with water tank (1,500 liters)

　　　　1 unit

2 ．Date & Time of Tender

　あ　Purchase of pumper with water tank (Compressed Air Foam Systems, CAFS)

　　　10:10 a.m., April 17, 2025

　い　Purchase of pumper with water tank (8,000 liters)

　　　10:20 a.m., April 17, 2025

　う　Purchase of pumper with water tank (1,500 liters)

　　　10:30 a.m., April 17, 2025 

　　(Tender by post to arrive by 5 p.m., April 16, 2025)

3 ．For details, refer to the Tender Explanation Form.

4 ．The Tender Explanation Forms are available as follows:

　あ　Place

　　　Contract ＆ Acquisition Section, Finance Department, Finance Bureau, 

　　　Fukuoka City Hall

　　　1-8-1, Tenjin, Chuo-ku, Fukuoka City

　　　Tel:(092)711-4186

　い　Period

　　　From the date of this notice to March 17, 2025, excluding weekend(s) 

　う　Time

　　　From 10 a.m. to 4 p.m., except from noon to 1 p.m.



　　令和 7 年 4 月17日午後 1 時（郵送による場合は、同月16日午後 5 時までに必着とす

る。）

3　落札者の決定方法

　　地方自治法施行令第167条の10の 2 第 1 項の規定により落札者を決定する。

4　詳細は、入札説明書による。

5　入札説明書を次のとおり配布する。

　あ　場所

　　　福岡市中央区天神一丁目 8番 1号

　　　　福岡市教育委員会指導部教育ＩＣＴ推進課

　　　　　電話　092-711-4767

　い　期間

　　　この公告の日から令和 7年 3月17日まで（日曜日及び土曜日を除く。）

　う　時間

　　　午前10時から午後 4時まで（正午から午後 1時までを除く。）

【英文の要約】
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1．Item(s) up for tender    

　あ　Nature of the product(s) or service(s) to be procured

　　　 Lease of large display devices for junior high schools and special 

education schools (2523)

　い　Quantity of the product(s) or service(s) to be required

　　　1 set

2 ．Date & Time of tender

　　1 p.m., April 17, 2025

　　(Tender by post to arrive by 5 p.m. April 16, 2025）

3 ．For details, refer to the Tender Explanation Form.

4 ．The Tender Explanation Forms are available as follows:

　あ　Place

　　　ＩＣＴ in Education Section, Guidance Department,

　　　Board of Education Secretariat, Fukuoka City Hall 

　　　1-8-1, Tenjin, Chuo-ku, Fukuoka City

　　　Tel:(092)711-4767

　い　Period

　　　From the date of this notice to March 17, 2025, excluding weekend(s) 

　う　Time



福岡市公告第62号

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法第36条第 3項の規定に基づき公

告する。

　　令和 7年 3月 6日

福岡市長　　髙　　島　　宗 一 郎　　　　

1　開発区域に含まれる地域の名称

　　福岡市南区西長住三丁目576番 2 、576番11及び577番38

2 　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　東京都千代田区丸の内一丁目 4番 1号東京共同会計事務所内

　　　合同会社　ながずみ

福岡市公告第63号

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法第36条第 3項の規定に基づき公

告する。

　　令和 7年 3月 6日

福岡市長　　髙　　島　　宗 一 郎　　　　

1　開発区域に含まれる地域の名称

　　福岡市西区九大新町 9番 1

2 　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　福岡市博多区住吉四丁目 3番 2号

　　　ハッピーハウス株式会社

福岡市公告第64号

　福岡市民ホール条例第15条第 2項後段の規定に基づき、福岡市民ホールの利用料金の変

更について承認したので、同条第 3項の規定により次のように公告する。

　　令和 7年 3月 6日

福岡市長　　髙　　島　　宗 一 郎　　　　

　福岡市拠点文化施設の利用料金に関する公告（令和 6年福岡市公告第30号）の一部を次

のように改正する。

　題名を次のように改める。

福岡市民ホールの利用料金

　 1  　ホールの表文化活動・交流ホールの項中「文化活動・交流ホール」を「小ホール」

に改め、同表備考第 6項を次のように改める。
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　　 6  　第 1項の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合の利用に係る利用料金の額

は、「一般利用」の額とする。

　　　あ�　第 1項第 1号のみに該当する場合で、入場料金の額（数種の入場料金を徴収す

る場合にあっては、その最も高い額。第 3号において同じ。）が 1人 1回の入場

について5,000円以下であるとき。

　　　い�　第 1項第 3号のみに該当する場合で、催物に関わる物品販売を 2平方メートル

以内の範囲でするとき。

　　　う�　第 1 項第 1 号及び第 3 号のいずれにも該当する場合（同項第 2 号に該当する

場合を除く。）で、入場料金の額が 1人 1回の入場について5,000円以下であり、

かつ、催物に関わる物品販売を 2平方メートル以内の範囲でするとき。

　 1　ホールの表備考第 8項中「文化活動・交流ホール」を「小ホール」に改める。

　 3  　エントランスホールの表備考中第 3項を第 4項とし、第 2項の次に次の 1項を加え

る。

　　 3  　第 1項の規定にかかわらず、同項第 3号に該当する場合で、催物に関わる物品販

売を 2平方メートル以内の範囲でするときの利用に係る利用料金の額は、「一般利

用」の額とする。

　 5  　附属設備の表舞台設備の部仮設舞台（文化活動・交流ホール）の項中「文化活動・

交流ホール」を「小ホール」に改め、同表照明設備の部トーメンタルタワーの項の次

に次のように加える。

照明Ａセット 1式 16,500
スポットライト50

台まで

照明Ｂセット 1式 26,400
スポットライト100

台まで

照明Ｃセット 1式 35,200
スポットライト150

台まで

照明Ｄセット 1式 44,000
スポットライト200

台まで

　 5  　附属設備の表音響・映像設備の部ワイヤレスマイク（文化活動・交流ホール）の項、

ステージモニタースピーカー（文化活動・交流ホール）の項及び音響基本セット（文

化活動・交流ホール）の項中「文化活動・交流ホール」を「小ホール」に改め、同表

備考第 1項中「文化活動・交流ホール」を「小ホール」に、「入場料金を徴収する催

物（営業の宣伝その他これに類する催物又は営利行為を伴う催物を除く。）を行う場

合で当該入場料金の額（数種の入場料金を徴収する場合にあっては、その最も高い

額）が 1 人 1 回の入場について5,000円以下であるとき」を「同表備考第 6 項の「一

般利用」の額とするとき」に改め、同表備考第 2 項、第 3 項及び第 8 項中「文化活

動・交流ホール」を「小ホール」に改める。
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